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（※4） 卑わいな姿態等とは？…　〇　全裸、半裸若しくはこれに近い状態で
　　　　　　　　　　　　　　　　　・　大腿部を開いた姿態
　　　　　　　　　　　　　　　　　・　陰部（ぼかし等のあるものを含む）、臀部、女性の胸部を誇示した姿態
　　　　　　　　　　　　　　 〇　性交若しくはこれに類する性行為の様子　等

■書籍、雑誌等で
　①卑わいな姿態等(※4)を掲載した頁が20頁以上あるもの
　②卑わいな姿態等を掲載した頁の数が、総頁数の10分の1以上
　　あるもの
■DVD、ビデオテープ等で
　①動　画……卑わいな姿態等を描写した場面が3分を超えるもの
　②静止画……卑わいな姿態等を描写した場面が20場面以上ある
　　　　　　　もの
■表紙又は包装箱等に卑わいな姿態等を掲載しているもの
■知事が指定した団体が青少年への販売等を不適当としたもの

■青少年の性的感情を著しく刺激する、残虐性を著しく助長する、又は非行
　を誘発・助長する内容であるため、青少年の健全な育成を阻害するおそれ
　がある図書類として、知事が個別に指定したもの
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■青少年の性的感情を著しく刺激する、残虐性を著しく助長する、又
　は非行を誘発・助長する内容であるため、青少年の健全な育成を阻
　害するおそれがある興行として、知事が個別に指定したもの
■知事が指定した団体が青少年の観覧を不適当としたもの

■青少年の性的感情を著しく刺激する、残虐性を著しく助長する、又
　は非行を誘発・助長する内容であるため、青少年の健全な育成を阻
　害するおそれがある広告物として、知事が個別に指定したもの
■卑わいな姿態等を掲載したもの
■大人のおもちゃ等の絵（まんがを含む）や写真を掲載したもの

■青少年の性的感情を著しく刺激する、人の生命、身体若しくは財産
　に対し危害を及ぼし、又は非行を誘発・助長するおそれがあるため、
　青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるがん具類として、知
　事が個別に指定したもの
■大人のおもちゃ　
■使用済み下着
■モデルガン（一定基準以上）　
■クロスボウ（ボウガン）

（透視できない仕切板と仕切板の間に陳列する）
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